
指定訪問リハビリテーション（指定介護予防訪問リハビリテーション） 

重要事項説明書 

( 令和 ７ 年 ４ 月 １ 日現在 ) 

 

１ 事業者（法人）の概要 

   名称・法人種別       医療法人社団 新生会 

   代表者役職・氏名      理事長 渡邉 貞義 

   本部所在地・連絡先      郡山市八山田六丁目95 

                 電話 024-932-0503  FAX 024-932-0892 

 

２ 事業所の概要 

 （１）事業所名称及び事業所番号 

   事業所名          南東北第二病院 

   所在地・連絡先       郡山市八山田六丁目95 

                 電話  024-932-0503  FAX 024-932-0892  

 事業所番号         福島県 0710317132号  

   管理者氏名         院長 深谷 保男 

 

 （２）事業の目的 

    利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営  

       むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリ 

       ハビリテーションの提供を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図るこ 

       とを目的とする。 

 

（３）事業の運営方針 

   ① 当事業所では、（介護予防）訪問リハビリテーション計画に基づいて、理学療法、

作業療法、その他必要なリハビリテーションを行い、利用者が１日でも長く居宅で

の生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。 

   ② 当事業所では、居宅介護支援事業所、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係

市町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービスを受けること

ができるよう、できる限り努める。 

   ③ 当事業所では、利用者の意志及び人格を尊重したサービスの提供に努める。 

 

（４）従業者の職種、員数及び職務の内容 

   ① 医師１名以上  （常勤で専任の医師） 

     医師は、利用者の診療もしくは別の医療機関の医師の情報を踏まえ、訪問リハビ

リテーションの指示を出したり、訪問リハビリテーション計画を作成する。 

   ② 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 

     １名以上（常勤及び非常勤で専任及び兼務の職員を含む） 

     居宅サービス計画及び訪問リハビリテーション計画に基づき、居宅で自立した日

常生活を営むのに必要な心身機能の維持回復、またはその悪化を防止するための

訓練を行う。 

 

 



  （５）従業者の勤務体制 
 

 

職 種 
 

 

勤 務 体 制 
 

 

      医 師 
 

 

正規の勤務時間帯（８：１５～１７：１５） 
 

理学療法士 
 

 

正規の勤務時間帯（８：３０～１７：００） 
 

 

作業療法士 
 

 

正規の勤務時間帯（８：３０～１７：００） 

 

言語聴覚士 
 

正規の勤務時間帯（８：３０～１７：００） 

 

 （６）営業日及び営業時間 

    月曜から金曜日までとし、営業時間は午前８時３０分から午後５時までとする。 

    但し、祝日、国民の休日及び年末年始(１２月３１日から１月３日)は除きます。 

 

（７）利用料及びその他の費用の額 

     別紙１参照 

 

（８）通常の事業の実施地域 

    通常の実施地域は、郡山市（湖南町を除く）及び郡山市北部の近隣市町村（本宮市、

三春町等）で事業所が提供可能と判断した地域 

 

（９）提供するサービスの内容 

   指定訪問リハビリテーション等は、以下の各号に定める事項に留意し実施するものと

する。 

①  指定訪問リハビリテーション等は、利用者の心身の状態及び生活環境を踏まえて、妥

 当適切に行うとともにその生活の質の確保を図るよう、事業所医師及び主治医の診療

 による指示又は主治医意見書による指示に基づき、作成した訪問リハビリテーション

 計画等に沿って実施するものとする。 

②   指定訪問リハビリテーション等の提供に当たっては、目標達成の度合いやその効果等

 ついて評価を行うことともに、訪問リハビリテーション計画等の修正を行い、改善を

 図るよう努めるものとする。 

③  指定訪問リハビリテーション等の提供に当たっては、利用者の心身の状態、リハビリ

 テーションの内容やそれを提供する目的及び具体的な方法、リハビリテーションに必

 要な環境の整備その他療養上必要な事項について、利用者及びその家族に理解しやす

 いよう指導又は説明を行うものとする。  

④  指定訪問リハビリテーション等を実施した場合は、終了後速やかに、利用者の氏名、

 実施日時、実施したリハビリテーションの要点及び担当者の氏名を記録するものとす

 る。 

 

 

 

 

 

 



３ サービス内容に関する相談、要望、苦情等の窓口 

 （１）当事業所ご利用相談・要望・苦情担当 

   ◆ 苦情受付担当者 ・・・ リハビリテーション科 理学療法士 渡辺 光司 

   ◆ ご利用時間 ・・・・・ (原則的に平日の)午前９：００～午後５：００ 

   ◆ ご利用方法 ・・・・・ 電話 ０２４-９３２-０５０３（代表） 

   ◆ 苦情解決責任者・・・・ 院長 深谷 保男 

（２）ご意見箱への投書 

   ◆ 設置場所 ・・・・・・ 南東北第二病院 １階 受付前 

   ◆ ご利用時間 ・・・・・ (原則的に平日の)午前９：００～午後５：００ 

 

 （３）行政機関その他苦情受付機関 

   その他当施設以外に、下記の機関でも相談・苦情等を受け付けています。  

＜１＞ 各市町村の介護保険担当窓口 

・郡山市役所 介護保険課 電話：０２４（９２４）３０２１ 

        受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日、祝日を除く） 

       ・郡山市役所 地域包括ケア推進課 電話：０２４（９２４）３５６１ 

        受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日、祝日を除く） 

       ・三春町役場 保健福祉課 電話：０２４７（６２）３１６６ 

        受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日、祝日を除く） 

       ・本宮市役所 高齢福祉課 介護保険係 電話：０２４３（２４）５２０３ 

受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日、祝日を除く） 

＜２＞ 福島県国民健康保険団体連合会  介護サービス苦情相談窓口 

住所：福島市中町３－７      電話：０２４(５２８）００４０ 

受付時間：午前９時から午後４時まで（土日、祝日を除く） 

 ＜３＞社会福祉法人 福島県社会福祉協議会内 福島県運営適正化委員会 

         住所：福島市渡利字七社宮１１１  電話：０２４(５２３）２９４３ 

受付時間：午前９時から午後４時３０分まで（土日、祝日を除く） 

 

４ 緊急時の対応 

   ① 事業の提供を行っているとき、利用者の病状の急変、その他の緊急事態が生じたと 

きは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに利用者の家族に連 

絡をする。また、必要に応じ、主治医及び居宅介護支援事業者に連絡し適切な処置 

を行うこととする。 

   ② 従業者は、前項について、しかるべき処置をした場合は、管理者に報告する。 

    

５ 事故発生時の対応 

① 利用者に対する（介護予防）訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した

場合は、利用者の家族、地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所等に連絡

をするとともに必要な措置を講じます。 

② 利用者に対する（介護予防）訪問リハビリテーションの提供により、賠償すべき事 

故が発生した場合、損害賠償を行います。但し、事業所の責に帰すべからざる事由 

による場合は、この限りではありません。 

 



６ 虐待の防止のための措置に関する事項 

① 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置

を講ずるものとする。 

ⅰ  虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結

果について従業者に周知徹底を図る  

ⅱ 虐待防止のための指針の整備  

ⅲ 虐待を防止するための定期的な研修の実施  

ⅳ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

② 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢

者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速

やかに、これを市町村に通報するものとする。 

 

７ 提供するサービスの第三者評価の実施状況：現在未実施 

 

８ 利用者へのお願い 

   サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔別紙１〕 利用料及びその他の費用 

１ 利用料 

厚生労働省が定める介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された

負担割合を乗じた額とします。 

サービス内容 自己負担割合に応じた自己負担額 

１割 ２割 ３割 

基
本
報
酬 

訪問リハビリテーション費（１回につき） ３０８円 ６１６円 ９２４円 

予防訪問リハビリテーション費 

（１回につき） 

２９８円 ５９６円 ８９４円 

要件 １回あたり２０分の訪問リハビリテーション提供 

加
算
部
分 

移行支援加算 

（１日につき） 

要介護１～５ １７円 ３４円 ５１円 

要件 前年度の「指定通所介護事業所等への移行等の支援」が一定割合を満たし

た場合 

サービス提供体制強化加算 

（１回につき） 

（Ⅰ） ６円 １２円 １８円 

（Ⅱ） ３円 ６円 ９円 

要件 （Ⅰ）勤続年数が７年以上、（Ⅱ）勤続年数３年以上の者が１名以上いた

場合 

短期集中リハビリテーション実施加算    

（１日につき） 

２００円 ４００円 ６００円 

要件 退院・退所後より３月以内を限度として１週間に２日以上提供した場合 

リハビリテーシ

ョンマネジメン

ト加算 

（１月につき） 

要介護 

１～５ 

イ １８０円 ３６０円 ５４０円 

ロ ２１３円 ４２６円 ６３９円 

事業所の医師

が利用者等に

説明し、利用

者の同意を得

た場合 

２７０円 ５４０円 ８１０円 

要件 事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が

共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合 

退院時共同指導加算 

（当該退院につき１回） 

６００円 １２００円 １８００円 

要件 退院前カンファレンスに参加し退院時共同指導を行った後に初回の訪問リ

ハビリテーションを行った場合 

認知症短期集中リハビリ

テーション実施加算 

（１日につき） 

要介護１～５ ２４０円 ４８０円 ７２０円 



要件 退院（所）日又は訪問開始日から３月以内に、１週間に２日を限度とした

場合 

口腔連携強化加算（１月に１回限り） ５０円 １００円 １５０円 

要件 口腔の健康状態を評価し、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支

援専門員に対し情報提供を行った場合  

減
算
部
分 

訪問リハビリテーション計画診療未実施 

減算（１回につき） 

－５０円 －１００円 －１５０円 

要件 事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった

場合 

介護予防訪問リハビリテ

ー シ ョ ン １ ２ 月 超 減 算

（１回につき） 

要支援１・２ －３０円 －６０円 －９０円 

要件 利用を開始した月の属する月から起算して１２月を超えた期間に介護予防

訪問リハビリテーションを行った場合。ただし、3月に1回以上、リハビリ

テーション会議によるリハビリテーション計画の見直しを行い、リハビリ

計画書を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合は減算を行わな

い 

業務継続計画未実施減算 

（1回につき）    

所定単位数の1.0％を減算 

（3単位減算 -３円） 

要件 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務継続再開を図るた

めの計画を策定していない場合 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

（1回につき） 

所定単位数の1.0％を減算 

（3単位減算 -３円） 

要件 虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合 

２ その他の費用 

（１）交通費 無料 

（２）駐車料金 

   駐車スペースが確保できない場合は、付近の公共・民間駐車場を利用致しますが、そ

の際の料金につきましては利用者様での負担となりますのでご了承ください。 

（３）キャンセル料 

キャンセル料は不要ですが、当日の午前８時３０分までにご連絡ください。 

（４）その他 

介護保険での給付の範囲を超えたサービスの利用料金は、全額が利用者の自己負担と

なりますのでご相談下さい。介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業

者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、利用者様は１ヶ月に

つき料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えにサー

ビス提供証明書と領収を発行します。サービス提供証明書を後日各市町村の窓口に提

出しますと、差額の払戻しを受けることができます。 


